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○ 平20.4 後期高齢者医療制度が施行

75歳到達でそれまでの保険制度から分離・区分される等の
批判や問題点の指摘

○ 平21.11 高齢者医療制度改革会議が発足

○ 平22.7 中間とりまとめ(案)

はじめに

○ 主要都市で新たな高齢者医療制度に係る公聴
会開催
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Ⅰ 高齢者医療の歩み



○ 10年にわたる議論を経て、老人保健制度に代
わる後期高齢者医療制度が創設されました。

○ 後期高齢者医療制度は、75歳到達でそれまで

の保険制度から分離・区分等の批判を受けまし
た。

そこで、後期高齢者医療制度を廃止すること
とし、廃止後の新たな制度を検討するため「高
齢者医療制度改革会議」が発足しました。
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Ⅱ 現行の高齢者医療制度について

1 制度の概要

○ 75歳以上の高齢者等を対象とした後期高
齢者医療制度を平成20年4月から施行。

○ 併せて、65歳～74歳の高齢者の約8割が国

保に加入していることにより、国保の負担が
過重にならないよう、保険者間の財政調整
の仕組みを導入。
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2 後期高齢者医療制度の仕組み
【全市町村が加入する広域連合】

患者

負担

公費（約5割）5.5兆円
〔国：都道府県：市町村 ＝ 4：1：1〕

高齢者の保険料 0.8兆円
約1割

後期高齢者支援金（若年者の保険料） 5.0兆円
約4割

被保険者

（75歳以上の方）

各医療保険（健保、国保等）の被保険者

（0～74歳）

保険料
保険料の一部医療サービス
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3 前期高齢者に係る財政調整の仕組み

37% 63%

共済組合
0.4兆円

(900万人)

健保組合
1.3兆円

(3,000万人)

協会けんぽ
1.6兆円

(3,500万人)

市町村国保等
1.9兆円

(3,900万人)

【調整後】

７５歳未満の加入者数
に応じて負担

納付金 協会けんぽ 1.0兆円、健保組合 1.0 兆円、
共済組合0.4兆円

交付金 市町村国保等2.4兆円

市町村国保等
4.4兆円

協会けんぽ
0.6兆円

17%
共済組合
0.1兆円

83%【調整前】
健保組合
0.3兆円
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Ⅰ 年齢による区分（保険証）
75歳到達で、これまでの保険制度から分離・
区分。保険証も別。

Ⅱ 高齢者の保険料の増加
高齢者の保険料の伸びが若人の保険料の伸
びを上回る構造

Ⅲ 被扶養者の保険料負担
個人単位で保険料を徴収するため、扶養さ
れている高齢者も保険料負担。

Ⅳ 患者負担
患者負担の上限は、同じ世帯でも、加入する
制度ごとに適用される。

Ⅴ 健康診査
広域連合の努力義務となった中で、受診率が
低下。

後期高齢者医療制度
は老人保健制度の問
題点を改善するため
の制度であったが、
独立型の制度とした
こと等による批判や
問題点の指摘を受け
た

4 後期高齢者医療制度の問題点

○ 後期高齢者医療制度には、75歳到達でそれまでの保険制度
から分離・区分される等の批判や問題点の指摘がありました。
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○ 後期高齢者医療制度は、旧老人保健制度が抱えていた
いくつかの問題点を改善しました。

5 後期高齢者医療制度の利点

① 負担割合
高齢者と現役世代の負担割合が
不明確。

② 高齢者の保険料負担
職業の有無や職業の種類によっ
て市町村国保に加入する者と被
用者保険に加入する者とに分か
れていたため、同じ所得であって
も、保険料負担が異なる。

後期高齢者医療制度の利点旧老人保健制度の問題点

① 高齢者の医療給付費につい
て、公費・現役世代・高齢者の
負担割合を明確化。

② 原則として、同じ都道府県で
同じ所得であれば、同じ保険
料。

改
善
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○ 後期高齢者医療制度廃止後の新たな制度の具体

的なあり方について検討を行うため、厚生労働大臣

の主宰により、関係団体の代表、高齢者の代表、

学識経験者からなる「高齢者医療制度改革会議」を

設置。

Ⅲ 「高齢者医療制度改革会議」の開催について

1 趣旨
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① 後期高齢者医療制度は廃止する

② マニフェストで掲げている「地域保険としての一元的運
用」の第一段階として、高齢者のための新たな制度を構築
する

③ 後期高齢者医療制度の年齢で区分するという問題を解
消する制度とする

④ 市町村国保などの負担増に十分配慮する

⑤ 高齢者の保険料が急に増加したり、不公平なものになら
ないようにする

⑥ 市町村国保の広域化につながる見直しを行う

2 検討に当たっての基本的な考え方

○ 新たな制度のあり方の検討に当たっては、以
下を基本として進める。
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3 「高齢者医療制度改革会議」委員

日本高齢・退職者団体連合 事務局長
全国老人クラブ連合会 相談役・理事
前千葉県知事
高齢社会をよくする女性の会 理事長

慶應義塾大学医学部医療政策・管理学教室教授
政治評論家・毎日新聞客員編集委員
東京大学大学院法学政治学研究科教授
諏訪中央病院名誉院長
日本福祉大学社会福祉学部教授
目白大学大学院生涯福祉研究科教授

全国市長会 国民健康保険対策特別委員長（高知市長）
全国知事会 社会文教常任委員会委員長（愛知県知事）
全国町村会長（長野県川上村長）
全国後期高齢者医療広域連合協議会 会長
（佐賀県後期高齢者医療広域連合長、多久市長）

日本労働組合総連合会 総合政策局長
日本経済団体連合会 社会保障委員会医療改革部会長
健康保険組合連合会 専務理事
全国健康保険協会 理事長
日本医師会 常任理事

阿部 保吉
見坊 和雄
堂本 暁子
樋口 恵子

池上 直己
岩見 隆夫
岩村 正彦（座長）
鎌田 實
近藤 克則
宮武 剛

岡﨑 誠也
神田 真秋
藤原 忠彦
横尾 俊彦

小島 茂
齊藤 正憲
白川 修二
小林 剛
三上 裕司

＜関係団体の代表＞

＜高齢者の代表＞

＜学識経験者＞
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4 新しい高齢者医療制度の施行までのスケジュール（見込み）

平成21年11月

改
革
会
議
の
設
置

（参考）後期高齢者医療制度も法案成立から施行までは約2年。

平成18年6月 高齢者の医療の確保に関する法律の成立

平成20年4月 後期高齢者医療制度の施行

中
間
と
り
ま
と
め

平成22年8月末

最
終
と
り
ま
と
め

平成22年末

新
し
い
高
齢
者
医
療
制
度
の
施
行

平成25年4月

意
識
調
査
の
実
施

公
聴
会
の
開
催

実
施
体
制
の
見
直
し
・
準
備
・
広
報

全
て
の
市
町
村
等
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

シ
ス
テ
ム
の
改
修

法
案
提
出

平成23年1月 平成23年春

法
案
成
立

制度決定まで1年 法案作成から成立まで半年

施行準備 2年

意
識
調
査
の
実
施

公
聴
会
の
開
催
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5 高齢者医療制度改革会議のこれまでの議論の状況
第１回（１１月３０日）

第２回（１月１２日）

第３回（２月９日）

第４回（３月８日）

第５回（４月１４日）

第６回（５月１７日）

第７回（６月２３日）

第８回（７月２３日）

第９回（８月２０日<予定>）

新たな高齢者医療制度のあり方について
（総括的なフリーディスカッション①）

新たな高齢者医療制度のあり方について
（総括的なフリーディスカッション②）

制度の基本的枠組み及び運営主体のあり方

費用負担のあり方

保険料・給付・医療サービス等について、
費用負担のあり方について、意識調査の実施について

有識者からのヒアリング

総括的な議論

中間とりまとめ（案）について

中間とりまとめ 15



後期高齢者医療制度
は老人保健制度の問
題点を改善するため
の制度であったが、
独立型の制度とした
こと等による批判や
問題点の指摘を受け
た

Ⅰ 年齢による区分（保険証）
75歳到達で、これまでの保険制度から分
離・区分。保険証も別。

Ⅱ 高齢者の保険料の増加
高齢者の保険料の伸びが若人の保険料
の伸びを上回る構造

Ⅲ 被扶養者の保険料負担
個人単位で保険料を徴収するため、扶
養されている高齢者も保険料負担。

Ⅳ 患者負担
患者負担の上限は、同じ世帯でも、加入
する制度ごとに適用される。

Ⅴ 健康診査
広域連合の努力義務となった中で、受診
率が低下。

後期高齢者医療制度の問題点
Ⅰ 年齢による区分（保険証）

75歳到達で、これまでの保
険制度から分離・区分。保
険証も別。

Ⅱ 高齢者の保険料の増加
高齢者の保険料の伸びが
若人の保険料の伸びを上
回る構造

Ⅲ 被扶養者の保険料負担
個人単位で保険料を徴収
するため、扶養されている
高齢者も保険料負担。

Ⅳ 患者負担
患者負担の上限は、同じ世
帯でも、加入する制度ごと
に適用される。

Ⅴ 健康診査
広域連合の努力義務となっ
た中で、受診率が低下。

Ⅰ 年齢で区分しない。保険証も
現役世代と同じ。

Ⅱ 高齢者の保険料の伸びが現
役世代の保険料の伸びを上回
らないよう抑制する仕組みを
導入。

Ⅲ 国保は世帯主がまとめて保険
料負担。被用者保険に移る被
扶養者は負担なし。

Ⅳ 現役世代と同じ制度に加入す
ることで、世帯当たりの負担は
軽減。

Ⅴ 国保・健保組合等に健康診査
の実施義務。

改
善

後期高齢者医療制度の問題点 新制度

Ⅳ 新制度の方向性 ①

高齢者も現役世代と同じ制度（国保又は
被用者保険）に加入すること等でメリット
が生じる
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改
善

① 高齢者の医療給付費につい
て、公費・現役世代・高齢者の
負担割合を明確化。

② 原則として、同じ都道府県で
同じ所得であれば、同じ保険
料。

Ⅳ 新制度の方向性 ②

① 負担割合
高齢者と現役世代の負担割合が
不明確。

② 高齢者の保険料負担
職業の有無や職業の種類によって市
町村国保に加入する者と被用者保険
に加入する者とに分かれていたため、
同じ所得であっても、保険料負担が異
なる。

後期高齢者医療制度の利点旧老人保健制度の問題点

○ 新たな制度は、後期高齢者医療制度の問題点を改めるととも
に、利点は残した、よりよい制度とします。

後期高齢者医療制度の利点

維
持

① 高齢者の医療給付費につい
て、公費・現役世代・高齢者の
負担割合を明確化。

② 国保に加入する高齢者は、原
則として、同じ都道府県で同じ
所得であれば、同じ保険料。。

国保の高齢者医療を都道府県単位化すること等
で維持
⇒次の段階で現役世代も都道府県単位化

新制度

① 高齢者の医療給付費につい
て、公費・現役世代・高齢者の
負担割合を明確化。

② 原則として、同じ都道府県で
同じ所得であれば、同じ保険
料。
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Ⅰ 高齢者の方々の視点からの改革

1 年齢で保険証が変わることはなくなります

2 新制度に移る際、保険料のアップはできるだけ生じ
ないようにします

3 高齢者の保険料の伸びが現役世代の伸びを上回ら
ないことを基本とします

4 窓口負担は適切な負担にとどめます

5 年金天引きを強制しません

中間とりまとめ（案）の１０のポイント ①
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Ⅱ 現役世代の視点からの改革

6 公平で納得のいく支え合いの仕組みにします

7 大幅な負担増が生じないようにします

中間とりまとめ（案）の１０のポイント ②
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Ⅲ 保険運営の安定化を図る視点からの改革

8 公費を適切に投入します

9 国保の広域化を実現します

10 保険者機能が十分に発揮できるようにします

中間とりまとめ（案）の１０のポイント ③
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